
問題１．外為法第４８条第１項中の政令とは、「輸出貿易管理令」のことであ 

   る。  

 

問題２．東京の貿易会社Ｘは、フランスのソフトメーカーＹから外為令別表の 

   ９の項に該当する暗号通信ソフトが入ったＤＶＤ（２０セット）を購入 

   し、輸入したがＤＶＤの表面にキズがあったので、全品フランスに返品 

   することになった。この場合、暗号通信ソフトは、もともとソフトメー 

   カーＹのものであり、返品するだけなので、一切役務取引許可は不要で 

   ある。 

 

問題３．大阪の貿易会社Ｘは、化学品Ａ（１０キログラム）が輸出令別表第１ 

   の３の項（１）に該当することを購入先のメーカーから知らされていな 

   かった。そのため、貿易会社Ｘは、輸出許可を取得しないで、タイのメ 

   ーカーに化学品Ａを輸出してしまった。この場合、貿易会社Ｘは、化学 

   品Ａが輸出令別表第１の３の項（１）に該当することを知らなかったの 

   で、無許可輸出として外為法違反に問われることはない。 

  

問題４．東京にあるメーカーＸの技術部長は、来週、モスクワを訪問し、現地 

   のメーカーＹに外為令別表の５の項に該当する合金の製造技術について、 

   口頭で３分程度説明する予定である。このようにリスト規制該当技術を 

   口頭で３分程度説明する場合、役務取引許可は必要である。 

 

問題５．輸出令別表第４に掲げる地域とは、いわゆる懸念国を指し、イラン、 

   イラク、北朝鮮の３ヶ国をいう。 

 

問題６．北海道にあるＡ市の保健所長は、輸出令別表第１の３の２の項（１） 

   に該当する菌αをハンドキャリーで、アメリカにあるＢ大学に輸出する 

   予定である。この菌αは、基礎科学分野の研究活動に使用されるので、 

   輸出許可は不要である。 

    

 

 

 

 

 

 



問題７． 東京にあるメーカーＡは、タイにある家電メーカーＢから、家電製造 

   用に輸出令別表第１の７の項（１）に該当する集積回路（価額６０万円） 

   と輸出令別表第１の７の項（６）に該当する太陽電池セル（価額７０万 

   円）の注文を受けた。なお、いずれも告示貨物ではない。この場合、メ 

   ーカーＡは、輸出令第４条第１項第四号の少額特例が適用できるので、 

   輸出許可は不要である。 

 

問題８．東京にあるメーカーＡは、都内にある外国の大使館から、輸出令別表 

   第１の８の項に該当するサーバー２台の注文を受けた。当該サーバーは、 

   大使館内で使用される。メーカーＡが、当該サーバーをこの大使館へ納 

   品する場合、「輸出」にはあたらないので、輸出許可は不要である。 

    

問題９．大阪にある貿易会社Ｘの海外営業部のＡ課長は、サウジアラビアに 

   あるメーカーＹより、石油プラント用に輸出令別表第１の３の項（２） 

   に該当するバルブ１０セットを受注した。貿易会社Ｘが、経済産業大 

   臣宛に輸出許可申請をする場合、申請者の欄には、受注した担当者名 

   を記載することになっているので、貿易会社ＸのＡ課長名で輸出許可 

   申請をすればよい。 

  

問題１０．東京のメーカーＡは、輸出令別表第１の１６の項に該当する潤滑油 

    （価額１，０００万円）を来週、英国の航空メーカーＢに整備用とし 

    て輸出する予定である。この場合、メーカーＡは、キャッチオール規 

    制については、経済産業大臣から通知（インフォーム）を受けた時だ 

    け、輸出許可申請をすればよい。下線部分の説明は正しい。 

 

問題１１．名古屋にあるメーカーＡは、外国ユーザーリストに掲載されている 

    パキスタンの企業Ｂから、輸出令別表第１の１６の項に該当する自動 

    車用のガラスの注文を受けた。この場合、用途が民生用途であること 

    が明らかであっても、メーカーＡは、輸出許可申請が必要である。 

 

問題１２．東京にあるメーカーＡは、タイにあるメーカーＢから、１つの契約 

    で、輸出令別表第１の６の項（２）に該当する工作機械４台（総価額 

    ４，０００万円）を受注した。製造の関係で、今年の９月、１０月、 

    １１月、１２月の４回に分けて、タイへ輸出することになった。この 

    場合、輸出許可は、１度取得すればよい。 



問題１３．大阪のメーカーＡは、タイの警察から、輸出令別表第１の９の項

（７）に該当する暗号通信装置２台を総額７００万円で受注した。用

途は、パトロール用の警察無線に用いられるものであることがわかっ

ているが、この場合、メーカーＡは、取得している特別一般包括輸

出・役務（使用に係るプログラム）取引許可を用いて直ぐに輸出する

ことができる。 

  

問題１４．東京の貿易会社Ａは、上海にあるメーカーＢ社から輸出令別表第１ 

    の１６の項に該当する特殊鋼Ｘを贈与されたので、ドバイにあるメー 

    カーＣ社に販売しようとしたところ、メーカーＣから、この特殊鋼Ｘ 

    で化学兵器の部品を製造すると連絡を受けた。なお、特殊鋼Ｘは、上 

    海からドバイに直接輸出される。この場合、貿易会社Ａは、メーカー 

    Ｃとの契約前に、仲介貿易取引許可申請をする必要はない。 

 

問題１５．東京のメーカーＡは、輸出令別表第１の２の項（１２）に該当する 

   工作機械Ｘについて、輸出許可を取得し、タイにある日系の自動車メー 

   カーＢに輸出した。１年後に故障し、修理のため、工作機械Ｘを日本に 

   戻したが、故障の原因が分からないため、工作機械Ｘと同機種・同仕様 

   の工作機械を交換として、メーカーＢに輸出する場合、輸出許可は再度、 

   必要である。 

 

問題１６．外為法では、外国人は常に「非居住者」として取り扱うことになっ 

    ている。 

 

問題１７．貨物の該非判定を行う場合は、①輸出令別表第１、②貨物等省令、 

    ③運用通達の３つの法令をチェックすればよい。 

 

問題１８．東京にあるＡ医科大学は、ほぼ毎日のように大学関係者が、海外の 

    学会に参加して、発表をしたり、必要な輸出許可を取得して、菌やウ 

    イルスを海外の研究機関に持ち出しているが、外為法第５５条の１０ 

    第１項でいう「輸出等を業として行う者」には、あたらない。  

 

問題１９．外為法等遵守事項では、関係法令に違反したとき又は違反したおそ 

    れがあるときは、速やかに経済産業大臣に報告することとしている。 

    下線部分は正しい。   

 



問題２０．名古屋にある貿易会社Ａの海外営業部のＸ課長は、上海にあるメー 

    カーＢより、スマートフォン用の電子部品αの注文を受けた。Ｘ課長 

    は、直ぐに電子部品αを製造している東京の電子部品メーカーＣに発 

    注し、該非判定書を入手したところ、「電子部品αは、輸出令別表第 

    1 の１から１５の項には該当しないが、１６の項に該当する。」と記 

    載されていた。この場合、貿易会社Ａは、当該電子部品αを輸出する 

    際、輸出許可を取得する必要がある。  

 

問題２１．東京にあるメーカーＡは、特別一般包括輸出・役務（使用に係るプ  

    ログラム）取引許可を適用して、輸出令別表第１の７の項（１）に該 

    当する集積回路を英国にある家電メーカーＢにエアコン用として、輸 

    出した。この場合、この輸出に関する資料を輸出管理内部規程に基づ 

    き、輸出時から 少なくとも５年間保存する必要がある。下線部分は 

    正しい。 

    

問題２２．九州にあるＡ大学のＸ教授は、ロンドンにある出版社Ｂとの契約に 

    基づき、外為令別表の３の２の項（１）に該当するウィルスの増殖技 

    術（製造技術）に関する研究論文を、同社発行の月刊の科学雑誌αに 

    掲載するために、編集長Ｙ宛に電子メールで今週原稿を送る予定であ 

    る。この場合、Ｘ教授は、役務取引許可を取得する必要はない。

  

問題２３．東京にあるメーカーＡは、中国にあるメーカーＢより輸出令別表第 

    １の５の項に該当する合金（価額２００万円）の注文を受けたので、 

    特別一般包括輸出・役務（使用に係るプログラム）取引許可を適用し 

    て輸出しようとしたところ、用途は、戦車の製造に使用すると連絡を 

    受けた。この場合、メーカーＡは、輸出後、経済産業大臣に報告をす 

    ればよい。  

 

問題２４．輸出令別表第１の２の項の中欄に掲げる貨物とは、輸出令別表第１  

    の２の項に該当する貨物という意味である。   

 

問題２５．外為法等遵守事項では、組織を代表する者を輸出管理の最高責任者 

    とし、輸出管理に関する業務分担及び責任範囲を明確にすることが求 

    められている。下線部分は正しい。   

 

 



※問題文中で使用される略称・用語について 

外為法 外国為替及び外国貿易法 

輸出令 輸出貿易管理令 

外為令 外国為替令 

少額特例 輸出令第４条第１項第四号で規定されている特例 

告示貨物 輸出令別表第３の３の規定により経済産業大臣が定め

る貨物 

貨物等省令 輸出貿易管理令別表第１及び外国為替令別表の規定に

基づき貨物又は技術を定める省令 

運用通達 輸出貿易管理令の運用について 

外為法等遵守事項 「輸出管理内部規定の届出等について」の（別紙１）

に記載されている。 
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